
資料１－２

自治基本条例に盛り込みたい事項 

＜グループＡ＞ 
 

インパクトのある条例を！ 

市 

民 

力 

の 

向 

上 

市 民 自 治 意 識 の 確 立 

自 治 の 仕 組 み 

市   民 

発

信

受

信

執 行 

機 関 

宇 都 宮 ら し さ 

未来へのビジョン 

100 万 都 市 人 づ く り 

議 会 

情 報 (Key) 

共 有 化 
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＜グループＢ＞ 
 

市民憲章と条

例の役割を十

分考える。 

条例の理念，位

置づけ（前文で

も可） 

市民意識を高

め る た め に

は？ 

シンプルに分

かり易く！ 

宇都宮らしさ

をどう出すか 

二荒の森は市

民の心のより

どころ。向かう

三軒両隣りの

精神を培う，語

り合う。 

若者にも選挙

権（高校生） 

定義に追加「参

加・参画」 

市民委員会の

設置 

合意形成のル

ール 

条例の見直し，

ルール 

理  念 定  義 意思決定のルール 

その他，開かれ

た宇都宮市。中

核市としての 

宇都宮らしさ

として地域団

体（自治会）の

定義。公な認知

を！ 

市民の定義 

市民による政

策提言の機会

を増やす。 

各 施 策 

まちづくりに

必要な費用に

関する負担の

あり方 

自治会などの

地域での自治

に関すること 

各地域にある

コミセン（旧分

館）からの情報

発信の必要性

を理解させる。 

地域自治を向

上させるため

の県への働き

かけを行うこ

と 

意見，要望，苦

情等に対する

速やかな応答

する機関の設

置 

地区分権によ

る小さな政府

（市行政）の実

現 

まちづくり活

動への支援 

市民に条例を

理解していた

だく為に分か

りやすい言葉

を入れる。 

地区自治の推

進 

自治の基盤と

しての自治活

動 

役割・責務 

市民個人とし

ての役割・責務

行政の役割・責

務 

議会の役割・責

務 

企業の役割・責

務 

地域の役割（市

民・団体） 

議会等の透明

化 

市民団体・ＮＰ

Ｏ等の役割と

責務 

まちづくりの

各 主 体 の 役

割・責務 

協働の位置づ

け 
市民協働の充

実強化 

協  働 

説明責任の誠

実化 

協働作業の範

囲の定義 

行政の考える

協働と市民の

考える協働と

を十分理解さ

せる必要があ

る。 
自由に発言が

できる風土，環

境をつくるこ

と。 日常的に条例

を市民等が理

解するための

啓発 

自治を大切に

する学校教育 
生涯学習機会

の充実 
中心部に（まち

づくり）エンタ

ーテイメント

との充実をさ

せる。 

市民に権利と

責務をどのよ

うにしらしめ

るか。これは現

在では自治会

加入しかない。 

地域（小学校単

位）の自治制度

は，情報収集等

の為には確立

すべきと思う。

プロスポーツ

チームの誘致 

食，作る，囲む，

そこに対話が

生まれる。食育

の必要性 

地 域 自 治 

企業（事業者）

は環境，景観に

配慮する。 

明るい健康な

まちづくりと

はどのような

ことか具体的

に 

環境共生への

配慮，努力 

対 話 － 場 所

学校（教室）の

解放 

自然環境保護 
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＜グループＣ＞ 
 

自治を担う主

体の責務，役割

等 

前 文 

目指すまちづ

くりの方向 

基本原則 

目 的 主 体 

位置付け 評 価 

未来志向 
基本理念 

「郷土愛」につ

ながるもの 
みんなが誇れ

る共有できる

もの 

少子，高齢の社

会を生きる。 
・ まちづくり

の権利と責

務 
・ 言動に対す

る責任 
・ 自立する市

民 

情報提供，共有

化 
（執行機関の

役割） 
まちづくりの

核 
情報の提供 
説明責任を明

確にする。 

市民・行政の役

割と責任 
市長，議会の役

割と責任 

審議会の役割 
（市民からの

意見集約） 

宇都宮の歴史

的背景 
地方自治の確

立 
市民協働の枠

組みと主体を

明記 

議会の役割や

行動，原則の関

係を明文化 
現状～少子，高

齢化の進む厳

しい世の中で

あるが，こうす

れば必ずでき

る明るい展望

を謳って欲し

い。 

自治の理念を

明確化 安全安心， 
優しさ，絆 
自己実現， 
協働 

市民の住民協

働の意義を 
企業の役割（責

任）（社会的責

任） 

市長・議会の結

果責任につい

て 
（行政経営） 
市民のくらし

向上に効果的

な財政の運営 

市の目指すべ

き姿の提示 

地域住民の連

携・協力 地球環境と， 
個人，家庭，地

域，企業，行政 

市を構築する

すべての人，団

体，企業，行政

のルールを作

る。 

執行機関の役

割 
・情報提供 
・説明責任 

宇都宮らしさ

を活かす。 市民 
住民 
企業 
行政 

（語句の定義）

・自治，各主体

・市民等 
・地域活動団体

・事業者 

官民一体 
宇都宮市の自

治の歴史や伝

統，よさ 

市民，議会，行

政の役割の明

確化 
宇都宮の歴史 
成長してきた

道のり 
住民自治の構

築 
歴史，豊かな自

然環境 市民憲章 

市民の参加し

やすい市政づ

くり 

一人ひとりの

人権が大切に

される。 

〔目指すまち

づくりの姿〕 
・ 子供の健全

な成長 
・ 安全・安心 
・ 環境保全

（持続可能

な社会の構

築） 

地域で年齢を

みとめ，それを

生かせる地域

活動のまち 

全ての条例の

上位に位置す

るもの 

市民による行

政サービス評

価 

評価，検討しや

すい情報提供 

監視・評価制度 
趣旨の尊重 市民協働の推

進 
福祉のまちづ

くり 
市民による行

政チェック 
（オンブズパ

ーソン） 

罰則 お年寄りが活

躍できるまち （最高規範性）

尊重規定の明

文化 
権利義務 安全安心なま

ちづくり 公共意識を共

有 住民自治の確

立 子供とお年寄

りを大切にす

るまち 
平和で安心，安

全なまち 
男と女が個性

を認め，生きら

れるうつのみ

や 
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＜グループＤ＞ 
 

＜前文・基本理念＞ 

自治基本条例

の不断の評価

と見直し 

基本条例の位置付け 

自治基本条例

の最高規範性

（条項） 

他の市町村に

比し立ち遅れ

ているものを，

どう改善する

か（問題点） 

⇒短所 

他に比べて宇

都宮が進んで

いるもの，それ

を更に伸ばす

といった視点

で ⇒長所 

宇都宮市民憲

章の再確認 
その意味の確

認 
（現在） 

宇都宮らしさ

（強み）を打ち

出す。 

宇都宮らしさ

とは何か。 

宇都宮市の特

色を明文化 
（自然，社会，

人情，施設，文

化，福祉等々）

理想への筋道

（プロセス） 

「住みたい・住

んで良かった

“いやし”を求

められる宇都

宮市」・文化都

市 

安心，安全な住

みやすいまち 

安心して子育

てできる環境 

産業の調和 
地域間の調和 

みどりの保全 

安全，安心のま

ち（住環，防犯，

防災） 

「安全・安心の

環境支援」 
＊育児教育 
＊医療・介護 
＊戦争・テロ・

犯罪防止 

ベンチャー企

業の育成 

高齢者がいき

いき生活でき

るまちづくり 

行政情報の積

極的公開 

「最大多数の

自立助成と最

小弱者（自立不

可の病者，貧

者）の支援」 

健全な人づく

り 

ボランティア

支援を 

健全性確保の

ため，財政規律

の確立を定め

る。 

受益と負担の

費用分担のた

めの仕組みを

定める。 

決算制度を改

革して，連結決

算 の バ ラ ン

ス・シートをつ

くる（複式簿記

の導入） 

・地方自治， 
・地域自治， 
・地区自治， 
・コミュニティ

自治 
それぞれの範

囲を明示でき

るか。 

参加の前提と

して情報共有

の原則（市，議

会，市民） 

人づくり（市民

を育てる取組

み） 

市民が意思決

定が出来るよ

う情報開示を

進める（透明性

を定める。） 

情報の取扱い 
自助，共助を主

体に「個人力

（創造性，生産

性）」と「コミ

ュニティ力（地

域力）」の強化

向上 

家庭内の教育

をしっかりさ

せること 

組織の横の連

携 

教育が一人ひ

とりの幸せに

結びつくこと

を，教育の基本

理念として掲

げる。 

勤労者は一家

の主。仕事一辺

倒から一市民

として地域社

会の一員とし

ての自覚を 

自立した市民

をどう育成す

るか 
教育について

の考え方を明

示する。 

企業は市民の

一員であり，地

域に支えられ

て存続してい

ることを認識

すべき 

企業の社会貢

献 
まちづくり参

加義務 

企業（事業者）

は社会貢献を

義務づけるこ

と 

失われたふれ

あい，助けあい

社会づくり 

地域のコミュ

ニティの重要

性や役割 

プライバシー

の尊重 

子どもの権利

尊重やまちづ

くり参加促進 

（市民の定義） 
高齢者の問題

を取り入れる。 

人権の尊厳を

重んずる教育 

多 様 な 考 え

方・生き方を尊

重する「人権」

尊重 

子ども，高齢

者，外国人，障

がい者など社

会的弱者への

サポート 

個人の 
・国民として 
・経済市民（消

費者）として 
・職業人として

「主張のバラ

ンス化」 

市民の役割を

義務づける。 

現在の生活と

未来にとって

必要だからこ

そ，働くことが

大切で，人生の

幸福のために，

将来を見据え

て，しっかり仕

事をする。 

＜行 政＞ 

＜コミュニティ＞ 

＜市民の権利と役割＞ 

特 色 

（ドライバー） 
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